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第十三条

第十三条 及び第十四条 に関して、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは第十五2 7
条に定める諸機関による雇用の結果として、あるいは合衆国政府と合衆国において結んだ契約に
基づいて日本国で受ける所得は、日本国の源泉から生ずる所得として取り扱われず、また、認め
られない。


